
令 和 7年 1月 17日

日置市長   永 山由高 殿

日置市情報公 開 。個人情報保護 審査会

会長   山本敬生

答 申書

令 和 6年 10月 30日 付 け 日総第 437号 に よ り諮 問の あった件 につ きま して、

別紙 の とお り答 申 します。



別   紙

第 1 当審査会の結論

日置市長 (以 下 「実施機 関」 とい う。 )が 、令和 6年 7月 4日 付 け

日財第 392号 に よ り行 つた公文書一部 開示決 定 (以 下 「本件処分」 と

い う。 )に ついては、 日置市情報公 開条例 (平成 17年 日置市条例第 15

号。 以下 「条例」 とい う。 )第 7条第 1号 に規 定す る個人 を識別す る

情報 の部分以外 の部分 を不 開示 とした ことは妥 当ではな く、 当該個人

を識別す る情報 以外 の部分 は全 て開示すべ きで あ る。

また、不存在 とした公文書 については、条例 の解釈及 び運用 を誤 つ

た ものではな く、妥 当で あ る。

第 2 開示請求か ら審理 までの経緯

(1)開 示請求 の経緯

本件 の審査請求人 (以 下 「請求人」 とい う。 )は 、令和 6年 6月

19日 、条例第 6条 の規定 に基づ き、実施機 関 に対 し、 「 1 ■■■

に係 る排水溝 工事及 び これ に付帯す る舗装 に係

る (1)工事設 計書 、 (2)工事命令書及び (3)検 査調書」並び に 「 2

同番地 に係 る舗装 に関す る受益者負担 について (1)日 置市 の間取

り調査 時期 、 (2)聞 取 り対象者 、 (3)受 益者負担金 の総額及び負担

世帯数 並び に (4)施 工時期及び施 工業者名 」 の開示請求 (以 下 「本

件 開示請求」 とい う。 )を 行 つた。

(2)一 部 開示決定 の経緯

実施機 関 は、本件 開示 請 求 に対応 す る公 文書 と して 「 2の (1)

日置市 の間取 り調査時期 」及 び 「 2の (2)聞 取 り対象者」 に係 る公

文書 (以 下 「本件公 文書」 とい う。 )を 特定す る とともに、 これ ら

以外 の情報 に係 る公文書 が不存在 であ ることを確認 し、令和 6年 7

月 4日 付 け 日財 第 392号 に よ り本件公文書 の うち条例第 7条 第 1号

及び第 6号 に規定す る不 開示情報 に該 当す る と判断 した部分 を不 開

示 とし、それ以外 の部分 を開示す る本件処分 を行 つた。

(3)審 査請求 の経緯

請 求 人 は、本件 処 分 を不服 と して、行 政 不服 審査 法 (平 成 26年

法律第 68号 )に基づ き、令和 6年 9月 10日 付 けで実施機 関に対 し本

件処分 の不服 に よる審査請求 (以 下 「本件審査請求」 とい う。 )を
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行 った。

(4)審 理 の経緯

審査手続 として、実施機 関 よ り令和 6年 10月 15日 付 けで弁 明書 の

提 出が あ り、 これ に対 して請求人 よ り同年 H月 7日 付 けで弁 明書 に

対す る意見書 (以 下 「意 見書」 とい う。 )の提 出が あった。

この間、実施機 関 よ り令 和 6年 10月 30日 付 け 日総第 437号 に よる

本件審査請求 に係 る諮 問が な され 、同年 12月 12日 に令 和 6年度第 1

回 日置市情報公 開・個人情報保護 審査会 を開催 し、本件審査請求 に

係 る本件処分 の妥 当性 につ いて審理 した。

なお 、請求人 よ り令和 6年 H月 25日 付 けで 日頭意見陳述 の 申出が

あったので、第 1回 審査会 において 口頭意 見陳述 が行 われ た。

第 3 当審査会 の判 断

当審査会 は、情報公 開・個 人情報保護 の理念 を尊重 し、条例 を厳正

に解釈 し、実施機 関が行 つた本件処分 について、実施機 関の弁 明書及

び意 見聴 取並び に請求人 の意見書及び 口頭意 見陳述 の結果 、次 の とお

り判 断す る。

(1)請 求人 の意見 を要約す る と、本件公 文書 にお ける開示部分 の内容

が真 実 であ るこ との蓋然性 の乏 しい ものであ る と感 じた こ とか ら、

真偽確認 のた めに、本件公 文書 の大部分 を 占め る黒塗 りの部分 を全

て開示 して ほ しい こ とと、不存在 で ある文書 について も、保 存期 間

が 10年 との説 明を受 けたが、 10年 以上前 の公 文書 を探すべ きであ る

と主張 してい る。

(2)実 施機 関は、本件公文書 の不開示部分 の うち個人名 が記載 され て

い る部分 については、条例第 7条第 1号 の個人 に関す る情報 に該 当

す るた め不 開示 としてい る と説 明 してい る。

また、それ以外 の不開示部分 については、開示す るこ ととな る と

担 当職員 に請求人 か ら長 時間 にわた る問合せや要望 が寄せ られ 、適

正 かつ 円滑 な事務 の遂行 に支障 を及 ぼすおそれ のある情報 と して、

条例第 7条第 6号 の 「その他 当該事務 又 は事業 の性 質上 、当該事務

又 は事業 の適正 な遂行 に支 障 を及 ぼす おそれ が あるもの」 とい う条

文 に該 当す るた め不開示 と してい る と説 明 してい る。

なお、本件公文書以外 の開示請 求 の あった情報 を含 む公 文書 につ

いて、 当該情報 を含 む公文書 の保 存期 間は 10年 と定 めてお り、 当該
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公文書 については 10年 以上前 に作成 され た文書 であるため、既 に 10

年 の保 存期 間 を過 ぎて廃棄 され てい るこ とか ら、保有 してい ない と

説 明 してい る。

(3)当 審査会 は、両者 の主張 を条例 に照 らしなが ら審査 した結果 、本

件公 文書 の不開示部分 の うち、個 人 に関す る情報 につ いては、実施

機 関の説 明す る条例第 7条 第 1号 の個 人 に関す る情報 に該 当す るが、

それ以外 の不 開示部分 につ いては、同条第 6号 に該 当 しない と判 断

し、その理 由については、次 の とお りである。

実施機 関は、条例第 7条 第 6号の 「その他 当該事務 又 は事業 の性

質上 、 当該事務又 は事業 の適 正 な遂行 に支障 を及 ぼす おそれ が ある

もの」 に該 当す る として不開示 としてい るが、当該条文 につ い ては

次 の よ うに解すべ きであ る。

まず 、 「当該事務又 は事業 の性 質上」 とは、 当該事務 又 は事 業 の

目的 、その 目的達成 のた めの手法等 に照 らして、その適正 な遂行 に

支障 を及 ぼす おそれ があ るか ど うか を判 断す る趣 旨で あ る と解 す る。

次 に、 「適 正 な遂行 に支 障 を及 ぼすおそれ」 につい ては、実施機

関 に広範 な裁量権 限 を与 え る趣 旨ではな く各規 定の要件 の該 当性 を

客観 的 に判断す る必要が あ る とともに、事務 事業 がそ の根拠 とな る

規 定や趣 旨に照 らした ときに 「適 正 な遂行」 と言 える もので あ るこ

とが求 め られ る。 そ して、 「支障」 の程度 は名 目的 な もので は足 り

ず 実質的 な ものが要求 され 、 「お それ」 の程度 も単 な る確 率的 な可

能性 ではな く、法的保護 に値す る蓋然性 が要求 され る と解す る。

以上 よ り、実施機 関の 「不 開示部分 を開示す るこ ととな る と担 当

職 員 に請 求人か らの長 時 間 にわた る問合せや 要望 が寄せ られ 、適正

かつ 円滑 な事務 の遂行 に支障 を及 ぼす おそれ があ る」 とい う主 張 は、

本件公 文書 の不 開示部分 を公 にす るこ とで起 き る と推測 され る確 率

的 な可能性 に留 ま り、支障 を及 ぼす おそれ の あ る事務事業 の内容 に

つ いて も広範 な ものであ るこ とか ら、条例第 7条第 6号 に該 当 しな

い と判 断す る。

また、不存在 の公 文書 については、実施機 関の規程 に よ り設 定す

る保存期 間 を経過 し、適正 に廃棄 され た ものであ るこ とか ら、実施

機 関が保有 していない公 文書 であ るた め不 開示 とした こ とは妥 当で

ある。
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(4)結 論

以上 の こ とか ら、 当審査会 は、 「第 1 当審査会 の結論 」 の とお

り判 断す る。

第 4 その他

請求人 は、 自宅周辺 の公衆用道 路等 において舗 装が され ていない部

分 が あ るこ とにつ い て、公 平 なサー ビスが提 供 され てい ない と主張

してい るが、 当審査 会 は、 開示請 求 の あった公 文書 に対 して実施機

関が行 つた処分 が妥 当で あ つたか ど うか審査 す る もの で あ る こ とか

ら、 当審 査会 で は、 この よ うな主張 に対す る判 断 は行 わ ない こ とを

申 し添 える。

答 申に関与 した 当審査会 の委員

会長  山本敬 生

澤 田たみ子

新倉哲朗

岸 田達也
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